
◇　下記対象者のうち、今回は一部早期給付の申請です。

◇　給付額（年額）について　

※①を申請した場合は必ず②も申請が必要。　ただし、令和２年度住民税所得割額が課税の場合、②は対象外

　　　　　京都府立洛西高等学校　事務室　（電話０７５－３３２－０５５５）　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　又は、京都府教育庁高校教育課修学支援係（電話０７５－５７４－７５３９）

（※私立高校分を所管しているのは、京都府文化・スポーツ部文教課となります。）

　　　また、生徒が、高等学校等就学支援金の対象者であること。

　　　京都府内にお住まいの対象者については、申請書類を郵送します。（５月13日発送）

　　　郵便が未着の場合又は該当すると思われる方は、洛西高校事務室に５月21日（木）までに

　    御連絡ください。

住民税所得割非課税（通） ９,１２５円 ２７,３７５円 ３６,５００円

◇　問い合わせ先　

住民税所得割非課税（全・定）(第２子以降)
３２,４２５円 ９７,２７５円 １２９,７００円

15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合

住民税所得割非課税（全・定）(第１子) ２１,０００円 ６３,０００円 ８４,０００円

世帯状況
①一部早期給

付
(申請１回目)

(年額の1/4)※

◇　一部早期給付の申請について　

生活保護（生業扶助）（全・定・通） ８,０７５円 ２４,２２５円 ３２,３００円

　　　添付書類は、生活保護（生業扶助）受給証明書又は、住民税の課税（非課税）証明書（写）　他

   　 詳しい制度案内は、申請書類を御覧ください。

　　　（※授業料に充当される「高等学校等就学支援金」とは異なる制度です。別々に手続が必要となります。）

今回申請可 ６月頃～申請可
②一部早期給

付
(申請2回目)
(年額の3/4)

年額
（※全：全日制、定：定時制、通：通信制）

　　　②　道府県民税所得割額・市町村民税所得割額の合算額が０円（非課税）世帯の保護者等

（Ｒ２年度概要版）

　　新入生の保護者の皆様へ
京都府奨学のための給付金のご案内

◇　授業料以外の教育費(教科書費、教材費、学用品費、通学用品費など)を支援する給付金制度です。

◇　返済する必要のない給付金です。

◇　一部早期給付は下表の①(給付年額１／４)について、先に申請するもので、

　　②(給付年額３／４)についても別途申請が必要です(①と②で異なる添付書類が必要)。

◇　６月頃に「京都府奨学のための給付金(一部早期給付以外)」を案内します。

◇　一部早期給付の対象者　基準日（令和２年４月1日）現在

　　　①　生活保護（生業扶助）受給世帯の保護者等

大切なお知らせです。 

保護者の方に必ず渡してください。 



（注１）　特別支援学校の高等部は対象外です。また、条件によっては給付対象とならない場合があります。
（注２）　保護者とは、親権を行う者（親権を行う者がないときは、未成年後見人）となります。

京都府奨学のための給付金 対象確認シート 

（国・公立学校用） 
対象の高校生等は平成２６年４月１日以降に高等学校等就学支援金の対象校に入学しましたか？ 

（注１） 

該当しません 

保護者の居住地の

都道府県にお問合

せください 

該当しません 

該当しません 

給付額 
(年額) 

「32，300円」 

通信制の高校

生等の給付額 
(年額) 

「36,500円」 

 

通信制以外の

高校生等もい

る場合のその

高校生等の給

付額(年額) 

「129,700円」 
 

給付額 
(年額) 

「129,700円」 

NO 

YES 

YES 

NO 

YES 

YES 

保護者等（注２）の居住地は京都府内ですか？ 

YES 

対象の高校生等は、４月１日現在、高等学校等就学支援金の支給対象校に在籍していますか？ 

YES NO 

保護者等全員の「道府県民税所得割」及び「市町村民税所得割」が非課税ですか？ 

NO YES 

４月１日現在、生活保護（生業扶助）を受給していますか？ 

通信制の高校生等はいますか？ 

保護者等に扶養されている１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満 

の高等学校等に在学していない兄弟姉妹がいますか？ 

NO 

NO 

NO 

YES 

NO 

複数の高校生等がいますか？ 

１人目の高校生等の給付額 

(年額)「84,000円」 
２人目以降の高校生等の給付額 

(年額)「129,700円」 

給付額(年額) 

「84,000円」 

該当しません 

対象の高校生等は、児童福祉法に基づく児童入所措置費等の支給対象者ですか？ 

YES NO 

入学式が４月８日等のため 

４月１日は入学前の場合 

であっても「ＹＥＳ」 


